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日本法人設立の報酬額と実費

報酬額 １８０，０００円

（別途消費税９，０００円）・・・①

※日本法人設立までの報酬額です。設立登記のほか、資本金送金のコンサルテ

ィング、事務所物件探しのサポート、外国為替管理法上の手続（日本銀行への

届出）を含みます。

※報酬額には、在留資格の取得手続、税務・会計・社会保険手続きなどは含ま

れておりません。これらの手続きが必要な場合は別途ご相談ください。

※定款、議事録等設立に必要な書類を英語又は中国語で作成する場合は、定款

については 52,500円、その他の書類（議事録等）については 1枚当り 5,250 円

の追加報酬額が発生します。但し、就任承諾書、発起人決定書、サイン証明書、

親会社となる外国法人の宣誓書（アフダビット）のドラフト作成費については

報酬額に含まれております。

実費

株式会社の場合 ２１５，０００円・・・②

（明細）

１．登録免許税：１５０，０００円

※株式会社設立の登録免許税の金額は、「資本金額×0.007」
円となります。しかし、最低金額が１５０，０００円と決ま

っているので、「資本金額×0.007」円が１５０，０００円未

満の場合でも、登録免許税は１５０，０００円となります。

２．定款認証料：５１，５００円

※電子定款で作成しますので、定款に貼付する印紙代４０，

０００円は不要です。

３．その他：１３，５００円
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※交通費、郵送費、履歴事項全部証明書（会社登記簿）の取

得費、印鑑代などです。

合同会社の場合 ７３，５００円・・・③

（明細）

１．登録免許税：６０，０００円

２．定款認証料：０円

※合同会社の場合、公証人による定款の認証は不要です。電

子定款で作成しますので、定款に貼付する印紙代４０，００

０円は不要です。

３．その他：１３，５００円

※交通費、郵送費、履歴事項全部証明書（会社登記簿）の取

得費、印鑑代などです。

※実費は、資本金の額、設立後に取得する履歴事項全部証明書の通数などによ

って若干増減いたします。

報酬額と実費の合計

株式会社の場合 ①＋② ４０４，０００円

合同会社の場合 ①＋③ ２６２，５００円

※ご依頼時に報酬額の半額を着手金として一緒にお支払いください。但し、登

録免許税については登記申請を行う際にお支払いいただくこともできます。実

費の未使用分については返金いたします。報酬額の残金は、日本法人の設立登

記完了時にお支払ください。

以上


